
≪発掘調査の概要≫

建物群南隣接地の調査（纏向遺跡第168次調査）

「。はじめ1こ

桜井市教育委員会では桜井市大字辻63－1番地において纏向遺跡の第168次調査を実施しました。
この調査は平成20年度から行われている範囲確認調査の3回目の調査となりますが、今回も土地所
有者や地元関係者の方々から多大なるご協力をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

さて、今回の調査地は昨年度Iこ発掘調査を実施し、4問四方（東西12．4mX南北19．2m）の規模
に復元される建物Dや、近接棟持柱を持つ3聞×2聞（東西5．3m、南北約8m）の建物Cなどが確
認された纏向遺跡第166次調査地（辻63－1番地）の南隣接地にあたります。

この調査は第166次調査で検出された建物群南側の遺構の様子を解明するためiこ実施したもので、
一部第166次調査地と重複する形でトレンチを設定し、平成22年7月1日から10月18日にかiナて
猛暑の中行われました。なお、調査面積は約470nlです。
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　　∴∴写真1第168次調査地全景（西より）
黄色い柱が建物D南辺の柱穴跡で白い柱は柵とみられる柱穴跡を示しています。



2，検出された遺構と遺物
今回の調査では第20・162次調査の調査成果を受Iナて上層では3世紀後半の遺構面となる包含層

Ⅲ上面と、下層では包含層皿の下部において確認された3世紀前半の遺構面となる他山及び整地層上
面の2面において調査を行う予定でしたが、第166次調査地と同様iこ第168次調査区内では包含層
Ⅲが調査区西側の一部にしか存在しなかったため上層遺構面の調査を断念し、下層遺構面にあたる地
山及び整地土上面での調査を実施することとなりました。

なお、現時点では過去の調査地と同様に整地層の下Iこも下層遺構に先行する遺構が存在すること
が判明していますが、ここでは下層遺構面の状況についてのあご紹介してゆ＜こととします。
（1）柱穴列
第162次調査において検出された建物群の南を画する東西方向の柱列の延長線上で柱穴群を検出

しています。調査区の西半ではこの線上で6碁の柱穴を検出し、東半では5基の柱穴の存在を確認し
ていますが、東西長約28mの調査区のうち中央部分の約13m分がSX－1001・SD－1011によって大
きく削平を受iナているため、この間の状況を確認することができませんでした。しかしながら、これ
らの柱穴で構成される東西ラインは既iこ確認されている建物群と同様の方位を持つことや、第162
次調査区内からでは約34mもの距離にわたって柱のラインが直線的につながる事などから、これら
の中に柱列を構成するものが含まれていると考えています。

なお、これまでに得られた知見からは柱列の構築時期は3世紀前半の庄内式期古相段階、そしてそ
の廃絶は庄内3式期（3世紀中頃）を含めてそれ以前と考えています。

（2）大型土抗（SK－3001）
a，選橋の概要

調査区の中央より東側から検出された長楕円形の土坑です。残存する規模は南北約4．3m、東西約
2．2mを測りますが、遺構上部の大半が後世の溝遺構であるSD－1011（4世紀初め・布留1式期）に

削平を受Iナてあり、本来は若干規模の大きいものだったと考えられます。溝の削平を受Iナていない所
では湧水点iごまで達する深さ約80cm分が検出されていますが、大きく削平を受けた土坑西側では35
cm分しか残っていませんでした。

この土坑からの出土遺物には線刻を施した短頸直口重や底部穿孔を施した小型の直口重、手捏ね
土器・ミニチュアのS字霊などのミニチュア土器が数多く出土しているほか、ヘラ状木製品4点、黒
漆塗りの弓1点、木製槽1点、木製容器1点、木製筒形容器2点、木製横槌2点、剣形木製品1点、
垂木と見られる有頭棒1点、竹製籠6点、ガラス粟玉が出土しています。

なお、多量に出土した桃核の中には未成熟のものも一定量含まれており、成熟・未成熟を問わず
桃を大量Iこ集める必要があったものと考えられます。また、桃の一部Iこは果肉が残っているものも少

量含まれていました。これらの出土遺物は何らかの祭祀行為Iこ伴うものと考えられますが、特徴的
なのは横槌とへラ状木製品、底部穿孔を施した小型の直口壷を除く総ての遺物が壊された状態かつ、
それぞれが一部分しか出土しておらず、近隣で何らかの祭祀を行った後に道具類を破壊し、土坑まで
運ばれて投棄されたか、或いは意図的に一部分のみを投棄したものと考えられます。遺物の年代観
から土抗の年代は庄内3式期（3世紀中頃）のものとみられ、その内容や土抗の北端が柱列のライン
と重なる事などから土抗は建物群の廃絶後に掘削されたと推定されます。
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図1　第168・170次調査位置図

b．分析結果tこついて
、⊆二動物遍在体

上　土抗から出土した動物遺存体には魚類・両生類・
三三　鳥類・哺乳類があります。魚類で種別の判明して
ニ　いるものはイワシ類・タイ科（マタイ・へタイ）・

アジ科・サバ科・コイ科の骨や歯がありますが、
他にもいまだ調査の進んでいない骨や鱗などが数
多く残されており、今後の検討で魚種はさらに増
加する可能性もあります。

また、両生類ではカエル類、鳥類ではカモ科、
哺乳類では謹歯（げっし）類・ニホンジカ・イノシシ
属の骨や茜などが確認されています。このうちカ
エル類・留遠類は出土状況などから供献されたも
のではなく、混入によるものと考えています。


